
（平成２２年９月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 10 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 17 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 2112 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年 11 月から３年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成元年 11月から３年３月まで 

私は、20 歳から約２年間は国民年金に加入せず、国民年金保険料も納付

していなかったが、Ａ市役所から国民年金に加入し保険料を納付しなけれ

ばならない旨のはがきが来た。はがきには経済的な理由があれば免除がで

きるとの説明もあり、同市Ｂ区Ｃ出張所に行ったところ、免除対象者にな

らないということだったので、国民年金に加入し、さかのぼって保険料を

納付することにした。その際、同出張所の女性職員に「２年間しかさかの

ぼれないから、最初の２か月分はもう払うことができない。」と言われた

憶
おぼ

えがある。国民年金の加入手続を行って以降、現年度の保険料と過年度

の保険料の２か月分を毎月金融機関で納付していた記憶がある。 

ところが、国民年金の記録では、平成元年 10 月の１か月のみが納付とさ

れている。最初の期間はさかのぼって納付できなかったかもしれないが、

10 月以降については連続して納付していたと思うので、申立期間が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、平成３年７月に払い出されていること

が推認され、この時点では、申立期間の国民年金保険料は過年度納付すること

が可能な期間である上、申立人は、国民年金に加入した３年度以降は、厚生年

金保険から国民年金への種別変更手続を適切に行い、国民年金加入期間につい

ては保険料をすべて納付するなど、申立人の保険料の納付意識の高さがうかが

える。 

また、オンライン記録では、申立期間直前の平成元年 10 月の国民年金保険

料が納付済みとされていること、及び国民年金の加入状況、保険料の納付方法

等に係る申立人の供述内容に不自然な点はみられないことを踏まえると、申立

期間についても過年度納付されていたものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2627 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 26 年５月１日にＡ社Ｂ事業所において厚生年金保

険第３種被保険者の資格を取得し、27 年６月１日に同資格を喪失した旨の届

出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人

に係る厚生年金保険第３種被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正

することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男   

  基礎年金番号 ：    

  生 年 月 日 ： 大正 15年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 21年５月から同年 12月まで 

② 昭和 25年７月 29日から 26年１月１日まで 

③ 昭和 26年１月１日から 27年６月１日まで 

申立期間①については、昭和 21 年５月に復員後、Ｃ県Ｄ市に所在してい

たＥ社に就職し、同年 12 月までの期間において勤務したが、申立期間①に

係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。当時の同僚の名前及び

業務内容も記憶しており、勤務していたことは間違いない。 

申立期間②については、昭和 25 年にＦ社Ｇ事業所に勤務し、同年 12 月

31 日までの期間において勤務していたが、厚生年金保険の被保険者記録は

同年６月１日から同年７月 29 日までの期間となっており、申立期間②につ

いての被保険者記録が確認できない。申立事業所では、私の父、弟及び親

戚も同時期に勤務していたことを記憶しているとともに、私が同年 12 月 31

日に退職した理由も記憶しており、申立期間②について勤務していたこと

は間違いない。 

申立期間③については、Ｆ社Ｇ事業所を退職した直後の昭和 26 年ごろに、

私の姉が居住していたＨ県Ｉ市に転居し、Ａ社の当時の事業主がＨ県Ｉ市

においてＪ職に就任するまでの期間において、事業主の関係事務所で勤務

していたところ、事業主がＪ職に就任後、事業主に誘われて同社Ｂ事業所

に入社した。厚生年金保険の被保険者記録では、申立期間③に係る被保険

者記録は確認できないが、申立事業所には、私が戦前に勤務していた別の

事業所での同僚も多数勤務していて、現在も当該同僚の名前を記憶してい

る。在職当時私は、坑内作業員であった。労働組合の業務もしており、約



  

１年間申立事業所に勤務した。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間③については、申立人のＡ社Ｂ事業所における入社の経緯及び勤

務状況、同時期に勤務していたとする同僚に関する申立人の供述は具体的

であり、入社のきっかけである同社の事業主が昭和 26 年にＨ県Ｉ市におけ

るＪ職への就任に関連し当時のことを承知している事務所の回答とも一致

していること、並びにＡ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿により厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚による申立人に

関する供述から判断すると、申立人は、申立期間③のうち、同年５月１日

から 27 年６月１日までの期間において、同社に勤務していたことが認めら

れる。 

また、前述の被保険者名簿において、厚生年金保険の第３種被保険者と

して昭和 25 年 10 月１日から 28 年５月 17 日までの期間に被保険者記録が

確認できる同僚は、「私は入社してすぐに厚生年金保険に加入しており、

年金記録は間違っていない。申立人は坑内勤務をしていたと記憶しており、

申立人とは約１年間一緒に勤務したと思う。当時、炭鉱は景気が良かった

ため、Ａ社Ｂ事業所において試用期間は無かった。」と供述しており、前

述の被保険者名簿から当該同僚及び申立人が当時申立人と組んで坑内業務

に従事していたとする同僚について、申立期間③に係る厚生年金保険の第

３種被保険者記録が確認できることから判断すると、申立人は、申立期間

③のうち 26 年５月１日から 27 年６月１日までの期間は申立事業所におい

て坑内作業員として勤務し、当該期間における厚生年金保険の第３種被保

険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと

推認できる。 

一方、前述の被保険者名簿については、申立事業所の所在地を管轄してい

た社会保険事務所の火災により焼失し、現存する同社Ｂ事業所に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿は、復元されたものであることが確認でき

る。 

しかしながら、Ａ社Ｂ事業所に係る復元された健康保険厚生年金保険被保

険者名簿に記載されている厚生年金保険被保険者資格の喪失日はすべて、

社会保険事務所の火災発生以降の日付であることが確認できることから判

断すると、当該被保険者名簿は火災発生以降に厚生年金保険被保険者の資

格を喪失している者を対象に復元されたことが推認できる。 

また、前述の被保険者名簿において、厚生年金保険の被保険者記録が確

認できる者は 93 人であることが確認できるところ、厚生年金保険被保険者

払出簿の事業所名称欄に、「Ａ社Ｂ事業所」と記載されている者は 88 人で

あり、前述の被保険者名簿に厚生年金保険の被保険者記録が記載されてい

るものの、当該被保険者払出簿において厚生年金保険被保険者資格の取得



  

が確認できない者が認められる上、当該被保険者払出簿には、記号番号が

多数欠落していることが確認できる。 

以上の事実を前提にすると、当該期間に係る厚生年金保険の被保険者記

録が無いことの原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による被保険者

名簿への記入漏れ、被保険者名簿の焼失等の可能性が考えられるが、被保

険者名簿の大規模な焼失等から半世紀も経た今日において、保険者も被保

険者名簿等の完全な復元をなしえない状況の下で、申立人及び事業主にそ

の原因がいずれにあるのかの特定を行わせることは不可能を強いるもので

あり、同人らに、これによる不利益を負担させるのは相当でないというべ

きである。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人が当該期間中に継続勤務した事実

及び事業主による保険料の控除の事実が推認できること、当該申立てに係

る厚生年金保険の被保険者記録は、事業主がその届出を行った後に焼失し

た可能性が相当高いと認められる一方で、その推認を妨げる特段の事情は

見当たらないこと等の諸事情を総合して考慮すると、事業主は、申立人が

昭和 26 年５月１日に厚生年金保険第３種被保険者の資格を取得した旨の届

出を社会保険事務所に対し行ったと認めるのが相当であり、かつ、申立事

業所における厚生年金保険第３種被保険者の資格喪失日は、27 年６月１日

とすることが妥当であると判断する。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船

員保険法の一部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規

定に準じ、１万円とすることが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、

厚生年金保険被保険者名簿及び被保険者名簿以外の被保険者に関する記録

等が焼失したことから、現存する厚生年金保険の記録に相当の欠落が見ら

れる等、記録の不完全性が明らかな場合においては、以上の事実を考慮の

上、当該記録の欠落の原因が申立人又は事業主にあることが特定できない

案件に関して、実情にあった適切な取扱基準を定め、これに対処すべきで

あるが、現時点ではこれが十分に行われているとは言えない。 

他方、申立期間③のうち、昭和 26 年１月１日から同年５月１日までの期

間については、申立人が「当時の事業主がＨ県Ｉ市においてＪ職に就任す

るまでの期間はその関係事務所において勤務していた。事業主がＪ職に就

任後、事業主に誘われてＡ社Ｉ事業所に入社した。」と供述しているとこ

ろ、上記事務所の関係事務所の回答において、事業主のＪ職の職務期間は

同年４月 30 日から始まっていることが確認できることから、当該期間につ

いては、申立事業所に勤務していたと判断することはできない。 

 

２ 申立期間①については、申立人のＥ社における勤務内容に係る具体的な供

述、申立人が事業主や同僚の名前を鮮明に記憶していることから判断する

と、勤務期間の特定はできないものの、申立人が申立事業所に勤務してい



  

たことはうかがえる。 

しかしながら、適用事業所名簿によれば、申立事業所は昭和 22 年８月１

日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①について厚生年

金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる上、Ｅ社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人が名前を挙げた上記同僚に

ついても申立期間①において、厚生年金保険の被保険者記録は確認できず、

当該複数の同僚はいずれも死亡していることから、申立人の申立事業所に

おける勤務実態及び厚生年金保険料の控除等について確認できる供述を得

ることができない。 

 

３ 申立期間②については、申立人が同僚の名前を鮮明に記憶しており、当該

同僚の厚生年金保険の被保険者記録がＦ社Ｇ事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿により確認できること、及び勤務内容に係る具体的な

申立人の供述から判断すると、申立人が申立事業所に勤務していたことは

推認できる。 

しかしながら、申立人が同時期に勤務していたとする申立人の父、弟及

び親戚二人の合計４人について、前述の被保険者名簿により、申立人の父

については申立期間②において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる

ものの、他の３人については、申立期間②に厚生年金保険の被保険者記録

は確認できないことから判断すると、当時、申立事業所は、従業員につい

て必ずしも全員を厚生年金保険に加入させていたとは限らない状況がうか

がえる。 

また、適用事業所名簿において、申立事業所は、既に厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主に照会しても回答が得ら

れない上、申立人が名前を挙げた同僚は、連絡先不明等により供述が得ら

れないことから、申立人の申立期間②における勤務実態、厚生年金保険の

加入状況及び事業主による厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び供述等を得ることができない。 

 

４ このほか、申立人が、申立期間①、②及び③のうち昭和 26 年１月１日か

ら同年５月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③のうち昭和

26 年１月１日から同年５月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2628 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を平成２年４月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 18 万円

とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生   

    住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成２年３月 31日から同年４月１日まで 

    「ねんきん特別便」により、Ａ社の厚生年金保険被保険者資格の喪失日が

平成２年３月 31 日になっており、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者

記録が確認できない。 

    平成２年４月１日付けで社命を受け、Ａ社から同社の関連会社であるＣ社

へ異動したが、その間１日も空けずに勤務していた。 

Ａ社及びＣ社に継続して勤務していたことは事実であるので、申立期間

について厚生年金保険の被保険者記録を認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係るオンライン記録により、申立人の厚生年金保険の被保険者記録

が確認できる上、申立期間当時、当該被保険者記録が確認できる者で連絡が取

れた複数の同僚が、申立事業所は、業務に関する実務経験の習得を目的に、申

立事業所と代理店契約を締結している経営者の関係者（子弟等）を採用し、複

数の事業所を異動させており、この関係者の中に申立人が含まれていたことを

記憶していると供述していることから判断すると、申立人がＡ社及び同社の関

連会社であるＣ社に継続して勤務し（平成２年４月１日にＡ社本社からＣ社本

社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における平



  

成２年２月のオンライン記録から、18万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、｢申立期間当時の関連書類は保管しておらず、厚生年金保険料

の控除及び納付状況についての詳細は不明である。｣と供述しているが、事業

主が申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日を平成２年４月１日と届

け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年３月 31 日と記

録するとは考え難い上、雇用保険の被保険者記録における離職日が同年３月

30 日であること、及びＤ厚生年金基金の加入員資格喪失日が同年３月 31 日で

あり、当該記録はオンライン記録と符合又は一致していることが確認できると

ころ、公共職業安定所、社会保険事務所及び同厚生年金基金がいずれも同じ離

職日又は資格喪失日と記録したとは考え難いことから、事業主は、申立人に係

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日を社会保険事務所の記録どおりに届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る２年３月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2629 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 19 年 10 月１日にＡ社Ｂ工場において厚生年金保

険被保険者資格を取得し、20 年９月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会

保険事務所（当時）に対し行ったことが認められことから、申立人に係る厚生

年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和２年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 19年 10月１日から 20年９月１日まで 

昭和 19 年３月にＡ社に入社し、同社Ｂ工場において業務に従事していた。 

私の同級生である同僚の二人については、厚生年金保険の被保険者記録

が確認できるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   勤務内容に係る申立人の具体的な供述及び申立人の同僚二人の供述から判断

すると、申立人が、申立期間において、Ａ社に勤務していたことが認められる。 

また、厚生年金保険被保険者台帳索引簿により、昭和 19 年６月１日に、申

立人と同姓同名で生年月日の一致する、基礎年金番号に統合されていない被保

険者記号番号がＡ社Ｂ工場において払い出されていることが確認できる。 

さらに、同僚から｢申立人とは、申立期間当時、一緒に勤務していた。申立

人と同姓同名の従業員は、申立人以外にはいなかったと思う。｣旨の供述を得

ているところ、前述の被保険者台帳索引簿において、申立期間に厚生年金保険

被保険者記号番号がＡ社Ｂ工場において払い出されている者のうち、申立人と

同姓同名の厚生年金保険の被保険者を確認することができないことから、当該

厚生年金保険の被保険者記録は申立人の記録に相違ないと判断できる。 

加えて、前述の被保険者台帳索引簿において、申立人が名前を挙げた同僚



  

二人は、昭和 19 年６月１日に厚生年金保険被保険者記号番号がＡ社Ｂ工場に

おいて払い出され、当該同僚に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）にお

いて、20 年９月１日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失していることが確

認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、厚生年金保険法が昭和 19 年６月

に施行されたことに伴い、社会保険事務所に対し申立人の厚生年金保険被保険

者資格の取得届を行い、同年６月１日から同年９月 30 日までの期間が同法の

適用準備期間として、厚生年金保険の被保険者期間に算入しない期間であり、

厚生年金保険料の徴収は同年 10 月から開始することが定められているところ、

申立人が同年 10 月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、20 年９月１

日に同資格を喪失した旨の届出を行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険

法の一部を改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３条の規定に準じ、

１万円とすることが妥当である。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2630 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 44年９月 21日から 45年５月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる

ことから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年５月１日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を２万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男   

  基礎年金番号 ：    

  生 年 月 日 ： 昭和 26年生   

  住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 44年９月 21日から 45年 12月１日まで 

私は、Ａ社に入社し、Ｂ市に所在していた同社Ｃ店に勤務した。昭和 44

年９月にＤ市に所在していた同社Ｅ店に異動し、45 年 11 月までの期間に勤

務したが、この間の厚生年金保険の被保険者記録が無いので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する「固定資産および減価償却費明細」により、同社は、昭和

44 年９月に、申立人が申立期間に勤務したとする同社Ｅ店の固定資産を取得

していることが確認できること、申立人に係る同社における健康保険厚生年金

保険被保険者資格喪失確認通知書の記録から、同年９月 21 日に厚生年金保険

被保険者資格を喪失していることが確認できること、及び申立人の上司で、同

社Ｅ店の店長であったとする者が「Ａ社Ｆ店に異動（昭和 45 年５月１日）す

るまでの期間において申立人と一緒に勤務していた。」と供述していることな

どから判断すると、申立人は、同年９月 21 日にＡ社Ｃ店から同社Ｅ店に異動

し、少なくとも同年５月１日までの期間は、同社Ｅ店に勤務していたことが推

認できる。 

また、Ａ社は、「当時、当社Ｅ店は、法人化しておらず、厚生年金保険の

適用事業所に該当していなかった。厚生年金保険に加入しているとすれば、当

社本社で一括して加入させていると思う。当時は、当社各店舗が法人として独

立するまでの期間は、厚生年金保険に係る事務手続は、当社本社で一括して

行っていたはずであり、従業員が在籍している限り給与から厚生年金保険料を



  

控除していたはずである。」と回答しているところ、前述の上司は、Ａ社Ｅ店

に勤務していたとする期間について、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿において厚生年金保険の被保険者記録が確認できるとともに、法人登記

簿により、同社Ｅ店が法人として独立し、Ｇ社となったのは昭和 51 年５月 18

日であり、適用事業所名簿により、その約１年後の 52 年６月９日に、厚生年

金保険の適用事業所に該当していることが確認できる。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間のうち、昭和 44 年９月 21 日から 45 年５月１日までの期間

について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間のうち昭和 44 年９月から 45 年４月までの期間の標準報酬

月額については、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、44

年 10 月に、申立人の標準報酬月額の定時決定が行われ、その後、事業所が厚

生年金保険被保険者資格の喪失届を提出したことにより、当該定時決定に係る

標準報酬月額（２万 6,000 円）の記録が取り消されていることから、当初記録

されていた標準報酬月額である２万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書にお

いて厚生年金保険被保険者資格の喪失日が昭和 44 年９月 21 日と記録されてい

ることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所（当時）は申立人に係る同年９月から 45 年４月までの期間の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 45 年５月１日から同年 12 月１日までの期間

については、申立人は引き続きＡ社Ｅ店に勤務していたと主張しているものの、

Ａ社は、申立人の退職日は確認できないと回答している上、前述の同社に係る

被保険者名簿により、申立期間当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

る申立人が名前を挙げる同僚二人からも申立人の退職日について具体的な供述

を得ることができない。 

また、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていることが確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人

の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2631 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額（定年退職前を支給対象期間とする賞

与及び再雇用後を支給対象期間とする賞与。以下「定年退職前賞与」及び「再

雇用後賞与」という。）のうち、定年退職前賞与額（85 万 7,381 円）につい

ては、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により両賞与からそれぞれ控除されていたことが認められる

ことから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を 106万 3,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 22年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 10日 

申立期間において、Ａ社から支給された両賞与（定年退職前賞与及び再雇

用後賞与）から、それぞれの賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されて

いたにもかかわらず、社会保険事務所（当時）の記録では、上記の両賞与

のうち再雇用後賞与のみが標準賞与額として記録されている。 

定年退職前賞与額を年金額の計算の基礎となる記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する、申立期間に支給された賞与に係る「2007 年度賃金管理台

帳」及び「賞与通知書」により、申立人は、申立期間において、同社から定年

退職前賞与及び再雇用後賞与が支払われ、両賞与に係る厚生年金保険料を事業

主により両賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金管理台帳から、申立人は定年退職前賞与 85 万 7,381 円及び

再雇用後賞与 20 万 7,724 円の賞与支給を受けているが、賞与から控除されて



  

いる厚生年金保険料はそれぞれ６万 4,257 円及び１万 5,520 円であり、これら

控除額を合計した厚生年金保険料は標準賞与額 106 万 3,000 円に見合う額であ

ることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であ

ることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、当該賃金管理

台帳により確認できる申立期間に係る厚生年金保険料控除額から判断すると、

106万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 22 年２月 17 日に、申立人の申立期間の定年退職前

賞与に係る標準賞与額について届出を行っていなかったとして申立てに係る賞

与支払届を提出していることが確認できる上、申立期間における厚生年金保険

料については、過小な金額の納付であったことを認めていることから、社会保

険事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該賞与に係る厚生年金保険料（訂正前の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2632 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、事後訂正の結果、平

成５年９月から７年９月までは20万円、同年10月から10年９月までは22万円、

同年10月から19年８月までは24万円に訂正されているところ、当該額は厚生

年金保険法第75条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎とな

る標準報酬月額とならない記録とされているが、申立人は、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付

及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き、申立期間①の標準報酬月額に係る記録を、５年９月から６年２月までは

20万円、同年３月は22万円、同年４月から７年１月までは20万円、同年２月

は22万円、同年３月は24万円、同年４月から８年２月までは22万円、同年３

月は24万円、同年４月から９年２月までは22万円、同年３月は24万円、同年

４月から10年２月までは22万円、同年３月は24万円、同年４月及び同年５月

は22万円、同年６月は24万円、同年７月から11年２月までは22万円、同年３

月及び同年４月は24万円、同年５月は22万円、同年６月から12年２月までは

24万円、同年３月は26万円、同年４月から13年２月までは24万円、同年３月

は26万円、同年４月から14年２月までは24万円、同年３月は28万円、同年４

月から15年２月までは24万円、同年３月は28万円、同年４月及び同年５月は

24万円、同年６月は26万円、同年７月及び同年８月は24万円、同年９月は26

万円、同年10月から16年２月までは24万円、同年３月は26万円、同年４月及

び同年５月は24万円、同年６月は26万円、同年７月から17年２月までは24万

円、同年３月は28万円、同年４月及び同年５月は24万円、同年６月は26万円、

同年７月から18年１月までは24万円、同年２月及び同年３月は26万円、同年

４月から19年１月までは24万円、同年２月及び同年３月は26万円、同年４月

及び同年５月は24万円、同年６月から同年８月までは26万円とすることが必

要である。 

また、申立人の申立期間③から⑭までの期間に係る標準賞与額については、

事後訂正の結果、平成15年12月４日は40万円、16年３月１日は17万4,000円、

同年７月５日は26万2,000円、同年12月７日は40万2,000円、17年３月１日は

17万5,000円、同年８月10日は26万2,000円、同年12月15日は35万円、18年３

月１日は19万2,000円、同年７月１日は21万5,000円、同年12月７日は33万

2,000円、19年３月１日は16万9,000円、同年７月１日は22万7,000円に訂正さ

れているところ、当該額は厚生年金保険法第75条本文の規定に該当すること

から、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、

申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により



  

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

特例法に基づき、当該期間の標準賞与額に係る記録を、15年12月４日は40万

円、16年３月１日は17万4,000円、同年７月５日は26万2,000円、同年12月７

日は39万2,000円、17年３月１日は17万円、同年８月10日は25万5,000円、同

年12月15日は33万2,000円、18年３月１日は18万2,000円、同年７月１日は20

万4,000円、同年12月７日は30万8,000円、19年３月１日は15万7,000円、同年

７月１日は21万1,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間①及び申立期間③から⑭までの期間に

係る上記訂正後の標準報酬月額及び標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額及び標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和26年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年９月１日から19年９月１日まで 

             ② 平成15年８月１日 

             ③ 平成15年12月４日 

④ 平成16年３月１日 

⑤ 平成16年７月５日 

⑥ 平成16年12月７日 

⑦ 平成17年３月１日 

⑧ 平成17年８月10日 

⑨ 平成17年12月15日 

⑩ 平成18年３月１日 

⑪ 平成18年７月１日 

⑫ 平成18年12月７日 

⑬ 平成19年３月１日 

⑭ 平成19年７月１日 

      厚生年金保険の被保険者記録を社会保険事務所（当時）に照会し、その記

録をＡ事務所に勤務した期間の給料支払明細書と比較すると、社会保険事務

所が記録する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料額を超える保険料額が給

与から控除されており、また、標準賞与額についても実際の支給額に見合う



  

標準賞与額と異なっている上、一部の期間については、賞与から厚生年金保

険料が控除されているにもかかわらず、標準賞与額に係る記録が確認できな

いことが分かった。 

      社会保険事務所の記録によると、事業主は、社会保険事務所への届出に誤

りがあったことを認め、記録を訂正する旨の届出を提出したが、平成19年８

月以前の期間については、時効により訂正することができず、年金額の計算

の基礎となる標準報酬月額又は標準賞与額とならない記録とされているので、

すべての申立期間の厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録によれば、申立人の申立期間①における標準報酬月額は、

当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成21年10月30

日に、５年９月から７年９月までは20万円、同年10月から10年９月までは

22万円、同年10月から19年８月までは24万円に訂正されたところ、当該額

は厚生年金保険法第75条本文の規定に該当することから、年金額の計算の

基礎となる標準報酬月額とならない記録とされている。 

しかしながら、申立人が所持する申立期間①に係る給料支払明細書から、

当該期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人は、申立期間①の標準報酬月額が相違していることについ

て申し立てているところ、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方

の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、給料

支払明細書において確認できる報酬月額又は厚生年金保険料の控除額から、

平成５年９月から６年２月までは20万円、同年３月は22万円、同年４月か

ら７年１月までは20万円、同年２月は22万円、同年３月は24万円、同年４

月から８年２月までは22万円、同年３月は24万円、同年４月から９年２月

までは22万円、同年３月は24万円、同年４月から10年２月までは22万円、

同年３月は24万円、同年４月及び同年５月は22万円、同年６月は24万円、

同年７月から11年２月までは22万円、同年３月及び同年４月は24万円、同

年５月は22万円、同年６月から12年２月までは24万円、同年３月は26万円、

同年４月から13年２月までは24万円、同年３月は26万円、同年４月から14

年２月までは24万円、同年３月は28万円、同年４月から15年２月までは24

万円、同年３月は28万円、同年４月及び同年５月は24万円、同年６月は26

万円、同年７月及び同年８月は24万円、同年９月は26万円、同年10月から



  

16年２月までは24万円、同年３月は26万円、同年４月及び同年５月は24万

円、同年６月は26万円、同年７月から17年２月までは24万円、同年３月は

28万円、同年４月及び同年５月は24万円、同年６月は26万円、同年７月か

ら18年１月までは24万円、同年２月及び同年３月は26万円、同年４月から

19年１月までは24万円、同年２月及び同年３月は26万円、同年４月及び同

年５月は24万円、同年６月から同年８月までは26万円に訂正することが妥

当である。 

 

２ オンライン記録によれば、申立人の申立期間②から⑭までの期間における

標準賞与額は、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅した後の

平成21年10月30日に、15年８月１日は26万1,000円、同年12月４日は40万円、

16年３月１日は17万4,000円、同年７月５日は26万2,000円、同年12月７日

は40万2,000円、17年３月１日は17万5,000円、同年８月10日は26万2,000円、

同年12月15日は35万円、18年３月１日は19万2,000円、同年７月１日は21万

5,000円、同年12月７日は33万2,000円、19年３月１日は16万9,000円、同年

７月１日は22万7,000円に訂正されたところ、当該額は厚生年金保険法第75

条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされている。 

しかしながら、申立人が所持する申立期間③から⑭までの期間に係る給

料支払明細書から、当該期間について、申立人が主張する標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立人は、当該期間の標準賞与額が相違していること、及び一部

の期間については標準賞与額に係る記録が確認できないことについて申し

立てているところ、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに

基づき訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範

囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準賞与額については、給料支払

明細書において確認できる厚生年金保険料控除額から、平成15年12月４日

は40万円、16年３月１日は17万4,000円、同年７月５日は26万2,000円、同

年12月７日は39万2,000円、17年３月１日は17万円、同年８月10日は25万

5,000円、同年12月15日は33万2,000円、18年３月１日は18万2,000円、同年

７月１日は20万4,000円、同年12月７日は30万8,000円、19年３月１日は15

万7,000円、同年７月１日は21万1,000円に訂正することが妥当である。 

 

３ なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい



  

ては、事業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平

成21年10月30日に、申立てに係る標準報酬月額及び標準賞与額に関する訂

正届を提出したことが確認でき、事業主は、申立てに係る資格取得届、報

酬月額算定基礎届及び賞与支払届について、記載した報酬月額又は賞与支

払額が誤っていたこと、及び申立期間④、⑦、⑩及び⑪、⑬及び⑭に係る

賞与支払届の提出が漏れていたことを認めていることから、社会保険事務

所は、申立人に係る申立期間①の標準報酬月額及び申立期間③から⑭まで

の期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該期間に係る保険料（訂正前の標準報酬月額及び標準賞与額

に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

４ 一方、申立期間②の標準賞与額については、給料支払明細書において確認

できる健康保険料及び厚生年金保険料の合算額は、当該賞与支給額に見合

う健康保険特別保険料（平成15年３月以前の健康保険料）と一致しており、

申立人の厚生年金保険料が事業主により賞与から控除されていたと認める

ことはできず、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせん

は行わない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2633 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間に係る厚生

年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認めら

れることから、申立期間に係る標準報酬月額を22万円に訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 10月１日から７年 10月１日まで 

昭和 63 年５月にＡ社に入社してから、平成 14 年 12 月に同社を退職する

までの期間において、一度も給与額が変わったことが無いにもかかわらず、

申立期間の標準報酬月額の記録は実際に支給されていた報酬月額に見合う金

額より低い額になっているので、申立期間に係る標準報酬月額の記録を実際

の報酬月額に見合う記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係るオンライン記録において、申立人の申立期間の標準報酬月額は、

当初、申立人が主張する 22 万円と記録されていたところ、平成７年 10 月 12

日付けで、申立期間に係る標準報酬月額が５年 10 月１日にさかのぼって７年

10 月１日までの期間について 11 万円に引き下げられていることが確認できる

上、上記のオンライン記録により、申立期間当時、厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる被保険者 17 人（申立人を除く。）についても、申立人と同様

に、同年 10 月 12 日付けで遡及
そきゅう

して標準報酬月額の引下げ処理が行われてお

り、このうち 14 人は同日付けで厚生年金保険被保険者資格の喪失処理が行わ

れていることも確認できる。 

また、Ａ社の元社会保険事務担当者は、「申立事業所は社会保険料を滞納し

ていたため、社会保険事務所から平成６年６月に事業主である社長と一緒に呼

ばれ、さかのぼって厚生年金保険被保険者資格の喪失手続を行うように言われ

たが、社長はその時は断った。私は申立期間前に退職したが、社会保険事務手

続については、社長の妻に引継ぎを行ったことを記憶している。」と供述して



  

いる。 

さらに、法人登記簿により、申立人は申立事業所の役員でなかったことが確

認できるとともに、上記の元社会保険事務担当者は、「申立人は営業関係の業

務に従事し、標準報酬月額の引下げ処理には関与していない。」と供述してお

り、別の同僚も、「申立人は標準報酬月額の引下げ処理には関与していな

い。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間の標準報酬月額について、

このような処理を行う合理的理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係

る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 22 万円とすることが必要で

ある。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2634 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を昭和 42年 10月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年９月 29日から同年 10月２日まで 

Ａ社から同社の関連会社であるＢ社に異動した際の申立期間に係る厚生

年金保険の被保険者記録が確認できない。申立期間において継続して勤務

していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及びＢ社の関連会社である現在のＣ社の回答、並びにＡ社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者原票及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿から、申立期間において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚ら

の供述等から判断すると、申立人がＡ社及び同社の関連会社であるＢ社に勤務

し(昭和 42年 10月２日にＡ社からＢ社に異動)、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 42

年８月の健康保険厚生年金保険被保険者原票から、５万 6,000円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、適用事業所名簿において、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事

業所に該当しなくなっており、Ｃ社においても不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを



  

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2635 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額

を 34万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月１日から８年３月２日まで 

「ねんきん定期便」により、Ａ社に勤務していた申立期間に係る標準報

酬月額が、実際の給与支給額に見合う標準報酬月額より低い額で記録され

ていることが分かった。社会保険事務所が記録する標準報酬月額は、実際

に給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違し

ているので、申立期間における標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録においては、当初、Ａ社における申立人の申立期間の標準

報酬月額が申立人が主張する 34 万円と記録されていたところ、申立事業所が

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成８年３月２日）の後の

平成８年３月７日付けで、申立期間における標準報酬月額が６年３月１日にさ

かのぼって９万 2,000円に引き下げられていることが確認できる。 

また、申立人が提出した申立事業所の賃金台帳から判断すると、申立人は

申立期間においてさかのぼって引き下げられた後の標準報酬月額（９万 2,000

円）に見合う厚生年金保険料より高額の厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような処理

を行う合理的な理由は無く、申立期間における標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は事業主

が社会保険事務所に当初届け出た 34万円とすることが必要である。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2113（事案 1703の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年５月から同年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年５月から同年８月まで          

国民年金の被保険者記録が確認できなかったため、年金記録確認第三者

委員会に申立てを行ったところ、申立期間を国民年金の被保険者期間とし

て認められないとの通知を受け取ったが、同通知には納得できない。 

年金の手続は、住所を管轄する区役所、社会保険事務所（当時）しか受

理できないはずであり、平成４年に私はＡ区に在住しており、Ａ区ではＢ

区在住時の昭和 60 年５月 21 日にさかのぼって国民年金被保険者資格取得

の処理をすることができないはずだ。また、このことからも申立期間の国

民年金保険料は、60年にＢ区役所で納付しているのは間違いない。 

前回の申立てに対する委員会の判断は、法定要件を加味していないので、

再検討の上納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳記号番号は平成

４年 12 月に払い出されており、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が提出した年

金手帳には、年金手帳発行年月日が同年 12月 24日と記載されていることが確

認できるとともに、国民年金被保険者資格が昭和 60年５月 21日にさかのぼっ

て取得されていることが確認できることから、同手帳が発行された時点では申

立期間の国民年金保険料は時効により納付することができなかったものと考え

られるとして、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年 11 月 18 日付けで年金

記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

今回、申立人は委員会の判断理由について法定要件を欠いていると主張し

ているが、行政側の事務処理に特段の不備は見られないことから委員会の当初

の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その他に当初の決定を変更す

べき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料

を納付していたものと認めることはできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2114 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49年３月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月から 52年３月まで 

 昭和 54 年 12 月に結婚した際、母から「これからは自分で保険料を納付

しなさい。」と言われ、年金手帳を渡された。申立期間当時、私は大学生

であったが、申立期間の国民年金保険料は、母がＡ町で納付してくれてい

たと思うので、申立期間の保険料が納付済みでなく、国民年金に未加入と

されていることに納得できない。なお、母は高齢で記憶がはっきりせず保

険料の納付状況等は確認できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52 年４月にＡ町で払い出されてい

ることが推認され、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人は、申立期間当時大学生で

あったため、申立期間は国民年金の任意加入となることから、国民年金手帳記

号番号が払い出された時点では、申立人の母親は、申立期間の国民年金保険料

をさかのぼって納付することはできなかったと考えられる。 

また、申立人が所持する年金手帳の国民年金欄に「初めて被保険者となっ

た日 昭和 52 年４月１日」の記載が確認できるところ、この日付は、オンラ

イン記録及びＡ町の国民年金被保険者名簿の国民年金被保険者資格取得日と合

致しており、申立期間については国民年金の未加入期間であったことが確認で

きる。 

さらに、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、日記等）が無い上、申立人は国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、申立期間当時の保険料の納付状況等が不明で

あり、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 2115 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年 10 月、54 年７月及び平成４年３月の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年 10月 

             ② 昭和 54年７月 

             ③ 平成４年３月 

私は、申立期間①及び②の国民年金保険料の納付については、よく憶
おぼ

え

ていないものの、自分で納付していたような気がする。 

また、申立期間③については、直前の平成４年３月 31 日まで、Ａ社で働

いていたが、Ｂ市Ｃ区Ｄ町にあったＣ区役所から納付書が送られてきたの

で、妻が同区役所に出向いて、問い合わせをしたら、職員から「平成４年

年３月 29 日に国民年金に加入しているので、１か月分の国民年金保険料を

納付しないといけない。」と言われ、妻が 1 万円弱の保険料を納付してい

る。 

    申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿、オンライン記録、並びにＥ県Ｆ町（現在は

Ｇ市）、Ｂ市Ｈ区及び同市Ｃ区の国民年金被保険者名簿では、申立人に国民年

金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申立人は、国民年金の

加入手続についての記憶は定かではないとしていることから、申立期間①、②

及び③は国民年金の未加入期間と推認され、申立人及びその妻は申立期間の国

民年金保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間③についてはＢ市Ｃ区役所から国民年金保険料

の納付書が送られてきたと供述しているところ、同市同区の国民年金被保険者

名簿では、申立人の妻については、平成４年 12 月に当該期間の第３号被保険

者から第１号被保険者への種別変更手続が行われ、過年度納付書が送付されて



  

いることが確認できることから、送付されてきたとする納付書は、申立人の妻

に係る当該期間の納付書であったと推認される。 

さらに、申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（日記、家計簿等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2116（事案 1649の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年 12 月から 59 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月から 59年９月まで 

国民年金の納付記録が確認できなかったため、年金記録確認第三者委員

会に申立てを行ったところ、申立期間を国民年金の納付済期間として認め

られないとの通知を受け取ったが、同通知には納得できない。 

申立期間については、独身時代の未納分で親から援助を受けて一括納付

し、その後は元夫や私自身が納付していた。 

当初の委員会の判断後、申立期間に係る年金手帳が見付かったので、再

検討の上納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和

61 年２月に払い出されていることが確認でき、その時点では、申立期間の大

部分は時効によって国民年金保険料を納めることはできない期間であり、それ

以前に申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらないことなどから、既に当委員会の決定に基づき平成 21

年 10月 29日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行わ

れている。 

今回、申立人は申立期間に係る年金手帳が見付かったとして、その写しを

提出しているが、この年金手帳は当初の判断の際に提出されていた年金手帳と

同じものであり、これは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認め

られず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2117 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年４月、同年６月から同年 10月までの期間及び３年 11月か

ら４年１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成元年４月 

         ② 平成元年６月から同年 10月まで 

         ③ 平成３年 11月から４年１月まで 

私は、平成元年３月に短期大学を卒業し、同年５月に就職したが、体調

を崩し同月に退職した。当時、Ａ市役所（現在は、Ｂ市役所）から私あて

に国民年金保険料の納付のお知らせの書類が送付されて来たので、母が心

配し、伯母と一緒に同市役所に行き相談すると、同市職員から「このまま

では、将来、国民年金が受給できない。」と説明を受けた。申立期間①及

び②の保険料を納付したと、母から後で聞いたので、納付されていると確

信している。 

申立期間③の国民年金保険料については、母に迷惑をかけてはいけない

と思い、私自身が納付した記憶があるが、当時の領収書等は無い。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、平成５年４月ごろに払い出されており、

それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情は見当たらない上、申立人所持の年金手帳の国民年金欄には、「初めて被

保険者になった日 平成４年５月１日」と記載されていることから、申立期間

①、②及び③は国民年金の未加入期間となり国民年金保険料を納付することが

できなかったものと考えられる。 

また、申立期間①及び②については、申立人自身は保険料の納付に関与し

ておらず、申立人の母親は、申立人の国民年金の加入手続及び保険料を納付し



  

た記憶が明確でないとしていることから、当該期間の国民年金の加入状況及び

保険料の納付状況等が不明である。 

さらに、申立期間③については、当時の納付額、納付場所等についての申

立人の記憶が定かでないため、当該期間に係る保険料納付状況等が不明である。 

加えて、申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2636（事案 1386の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 30年夏から 31年夏まで 

           ② 昭和 37年夏から同年冬まで 

両申立期間について、年金記録確認第三者委員会に記録の訂正を求めた

が、認められなかった。 

申立期間①について、Ａ社は大規模に事業を展開している会社であり、

私が同社に勤務していたことは事実であるとともに、健康保険に加入して

いた記憶があり、厚生年金保険にも加入していたはずなので、私の厚生年

金保険の被保険者記録の訂正が認められないことに納得できない。 

申立期間②について、Ｂ社で勤務していた者のうち一部の従業員が厚生

年金保険に加入していたことが確認できるにもかかわらず、私の厚生年金

保険の被保険者記録の訂正が認められないことに納得できない。 

新政権発足時に、所管大臣が、勤務の事実や健康保険の加入が確認でき

れば記録の訂正に応じる旨の発言をしたと記憶しており、申立期間の記録

が認められないのは納得いかないので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、申立人の勤務期間が特定できず、ⅰ）

当時の事業主は死亡により供述を得ることができないこと、ⅱ）Ａ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間①における健康保険

の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難

いこと、ⅲ）前述の被保険者名簿において、申立人が申立事業所に入社した

とする昭和 30 年夏に厚生年金保険被保険者の資格を取得した者は確認できず、

複数の同僚から申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の



  

控除等を確認できる供述が得られないこと、また、申立期間②に係る申立て

については、申立人の勤務期間が特定できず、ⅰ）Ｂ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において、申立人が一緒に坑外作業をしていたとして

名前を挙げた同僚の厚生年金保険の被保険者記録は確認できないこと、ⅱ）

複数の同僚の供述から判断すると、申立事業所ではすべての従業員について

厚生年金保険被保険者資格を一律に取得させていなかった可能性がうかがえ

ることなどとして、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年９月 30 日付けで

年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、新政権発足に伴い、所管大臣が勤務の事実や健康保険の

加入を確認できれば記録の訂正に応じる旨の発言をしたと受け止めていると

して再度申し立てているが、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

とは認められない。 

また、申立人に事情を聴取しても申立期間に係る新たな供述及び関連資料

は得られず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当た

らないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2637 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 61年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 19年３月 19日から同年４月１日まで 

             ② 平成 19年４月 11日から同年５月 25日まで 

             ③ 平成 19年６月６日から同年９月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の被

保険者記録並びにＣ社に勤務した期間のうち、申立期間③の厚生年金保険

の被保険者記録が無いとの回答であった。 

平成 19年３月 19日にＡ社に就職し、加工業務に従事していたが、業務上

の騒音が原因で病気になり、同年５月 25日に退職した。 

その後、新聞の折り込みチラシを見てＣ社の面接試験を受け、同社に採用

となり平成 19 年６月６日から派遣社員として勤務したが、同社から｢来月

から派遣先が変わる。｣旨指示されたことを契機に、同年 10 月 18 日に退職

した。 

給与から厚生年金保険料等が控除されていたかどうかの記憶は明確でない

が、事業所に勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②についてはＢ社から提出された賃金台帳及び勤務報告書

により、申立人が当該期間を含む平成 19 年３月 19 日から同年５月 10 日ま

での期間に勤務していたことは確認できるものの、当該賃金台帳により、

申立人が同年３月分から同年５月分までの期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていないことが確認できる。 

  また、Ｂ社が保管する「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び



  

標準報酬決定通知書」及び「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認

通知書」において、申立人は平成 19 年４月１日に厚生年金保険被保険者の

資格を取得し、同年４月 11 日に同資格を喪失している旨記載されているこ

とが確認でき、当該記録はオンライン記録と一致していることが確認でき

る。 

  さらに、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、

申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

  なお、申立人は、Ａ社の勤務期間において、業務上の騒音が原因で病気に

かかった旨申し立てているところ、申立人が通院していたとする医院の記

録によると、申立人は申立期間②中である平成 19 年５月 14 日に受診した

際、健康保険の被保険者ではなかったことから診療費の全額を自己負担し

ていることが確認できるとともに、事業主は、申立人は同年５月 11 日から

出社していなかったため、同年５月 10日を退職日とした旨回答している。 

 

２ 申立期間③について、法人登記簿において、Ｃ社は平成 19 年 12 月 31 日

に解散していることが確認でき、当時の事業主及び同僚に連絡を取ること

ができないことから、申立人の申立期間③における勤務実態を確認できる

関連資料及び供述を得ることができない。 

また、申立人は、平成 19 年６月６日にＣ社に入社し、同年 10 月 17 日ま

での期間において勤務したと供述している一方、入社の際、事業主から３

か月間の研修期間があるとの説明を受けたことを記憶していると供述して

いるところ、申立事業所に係る「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

届」及び「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届」において、申立人

は同年９月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同年 10 月 18 日

に同資格を喪失していることが確認でき、当該記録は、オンライン記録と

一致していることが確認できる。 

さらに、申立人が申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほ

か、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2638 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和８年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 29年６月１日から 32年８月１日まで  

Ａ協同組合に申立期間直前までの期間において勤務していたが、同協同組

合の同僚でＢ社の取締役から，同社に誘われたので、申立期間は同社に勤

務していた。 

Ｂ社は、Ａ協同組合と同一の建物内の１階に所在し、Ｂ社では５人の従業

員とともに勤務していた。当時の給与額及び厚生年金保険料の控除額につ

いては記憶していない。 

昭和 25 年から平成３年までの期間において、給与から継続して厚生年金

保険料が控除されていたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＢ社での業務内容に関する供述、及び申立人が名前を挙げた５人の

うち、唯一連絡が取れた同僚の供述から判断すると、期間の特定はできないも

のの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、適用事業所名簿において、Ｂ社は、昭和 35 年７月１日に厚

生年金保険の適用事業所に該当することとなっており、申立期間については厚

生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、申立人は、Ｂ社には申立人を含めて６人の従業員が勤務していた旨

供述しているところ、同社の当時の役員は、「Ｂ社は、設立時には従業員５人

以下であったため、厚生年金保険の適用事業所に該当していなかった。私も申

立期間は厚生年金保険の被保険者記録は無い。」と回答している上、前述の唯

一連絡が取れた同僚は、「申立期間当時、私は、Ａ協同組合に在籍したままで

の出向者であった。」と供述しているところ、Ａ協同組合に係る健康保険厚生



  

年金保険被保険者名簿において、申立人が名前を挙げた同僚６人のうち３人は、

申立期間当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる一方、申立人を含む

残り３人については、申立期間当時に、同協同組合に係る厚生年金保険の被保

険者記録が確認できない。 

さらに、申立人は、申立事業所は、Ａ協同組合と同様に健康保険組合に加

入し、同協同組合を退職した後の期間においても、健康保険に加入していた旨

を供述しているところ、Ｃ健康保険組合によると、申立事業所が同健康保険組

合に加入していた事実は無く、申立人の同健康保険組合における健康保険の被

保険者記録は、申立人が申立期間の前後に勤務していたとするＡ協同組合での

被保険者記録と一致していることが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2639 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年８月ごろから 37年８月ごろまで 

             ② 昭和 37年８月ごろから 39年５月ごろまで 

申立期間①についてはＡ社、申立期間②についてはＢ社（申立期間②当初

は、Ｃ社）に、いずれも勤務期間は明確でないが、住み込みで勤務してい

た。両事業所とも厚生年金保険料が給与から控除されていたと思うので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚の供述、及び申立期間①当

時の勤務内容に関する申立人の具体的な供述から判断すると、期間の特定

はできないものの、申立人が申立事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立事業所における申立期間①当時の従業員数について、

申立人は 50 人から 60 人であったと供述し、上記同僚も「従業員数は約 50

人であった。」と供述しているところ、前述の被保険者名簿によれば、厚

生年金保険の被保険者数は 15 人から 17 人となっていることから、当時、

申立事業所では、従業員について必ずしも全員を厚生年金保険に加入させ

ていたとは限らない事情がうかがえる。 

また、前述の被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録

は確認できず、健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録

が欠落したものとは考え難い。 

さらに、適用事業所名簿によると、Ａ社は、昭和 55 年８月１日に厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主の所在は不明

である上、申立人が記憶している同僚は、既に死亡しており、このほかに



  

明確に申立人を記憶している同僚はいないことから、申立人の申立期間①

における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

 

２ 申立期間②については、Ｂ社で申立人と一緒に勤務したとする同僚の供述、

並びに申立人が提出した昭和 37 年 10 月７日の日付が入った申立事業所に

おける社員旅行の集合写真及び複数の同僚と撮影されたとする写真から判

断すると、期間の特定はできないものの、申立人が申立事業所に勤務して

いたことは推認できる。 

しかしながら、上記の社員旅行の集合写真には 63 人写っており、申立事

業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間②当時、

厚生年金保険の被保険者記録が確認できる被保険者は 27 人であることから

判断すると、当時、申立事業所では、従業員について必ずしも全員を厚生

年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえ、また、前述の被

保険者名簿により、申立期間②当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認

でき、連絡の取れた複数の者についても、勤務を開始したとする日と被保

険者名簿における厚生年金保険被保険者資格の取得日が一致していないこ

とから判断すると、厚生年金保険に加入させた従業員についても、必ずし

も入社と同時に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

さらに、前述の被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記

録は確認できず、健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記

録が欠落したものとは考え難い。 

加えて、適用事業所名簿によると、Ｂ社は、昭和 47 年１月 26 日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、元事業主は、｢申立期間②

当時の関係資料は一切残っておらず、厚生年金保険の加入状況及び厚生年

金保険料の控除については不明であり、当時の事務担当者も所在が判明し

ない。｣と回答していることから、申立人の申立期間②における勤務実態、

厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び供述を得ることができない。 

 

３ 申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の

申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2640 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男（死亡）   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 大正７年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 21年 10月１日から 22年 10月１日まで 

② 昭和 22年 12月１日から 23年３月１日まで 

③ 昭和 50年 12月８日から 51年 12月９日まで 

社会保険事務所（当時）に船員保険の被保険者記録について照会したと

ころ、申立期間について船員保険の被保険者記録が無い旨の回答を得た。 

申立期間については、Ａ社（現在は、Ｂ社）が所有する船に乗り組み、継

続して勤務していたことは間違いないので、申立期間を船員保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて 

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②については、Ａ社は、当該期間当時の人事記録等の関連

資料を保存しておらず、申立人の妻は、船員手帳等の資料を所持していな

い上、申立人の妻が名前を記憶している唯一連絡が取れた同僚は、当時の

ことは記憶していないと供述しており、その他の同僚は既に死亡している

ことから、申立人の申立期間①及び②における勤務実態、船員保険の加入

状況及び船員保険料の控除等について確認できる関連資料及び供述を得る

ことができない。 

    また、申立人に係る船員保険被保険者台帳（旧台帳）では、申立期間①及

び②に係る船員保険の被保険者記録は確認できず、当該記録はＡ社に係る

船員保険被保険者名簿の記録及びオンライン記録と一致する。 

 

２ 申立期間③については、Ｂ社が提出した申立人に係る船員保険被保険者台



  

帳によれば、申立人は昭和 50 年 12 月８日に定年退職により船員保険被保

険者の資格を喪失していることが確認でき、当該記録はＡ社に係る船員保

険被保険者名簿の記録及びオンライン記録と一致している上、当該被保険

者名簿には、「失保確認書発行済 51 年１月 16 日」の記載が確認できるこ

となどから判断すると、申立人は、Ａ社を同日付けで定年退職した後に、

申立期間③中に失業給付の受給申請を行ったことがうかがえる。 

  また、Ｂ社は、「申立人が申立期間③においてＡ社に勤務していたことを

確認できる人事記録等の関連資料は無い。定年退職した船員を再度、船員

として雇用することは無い。」と回答している上、申立人の妻は、船員手

帳等の資料を所持していないことから、申立人の申立期間③における勤務

実態、船員保険の加入状況及び船員保険料の控除等について確認できる関

連資料及び供述を得ることができない。 

 

３ 申立人が申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2641 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 27年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年７月から 53年２月まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について照会したところ、申

立期間の被保険者記録が無い旨の回答を得た。 

申立期間については、Ａ社Ｂ営業所に勤務していたことは間違いないの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

    Ａ社は、「正社員については、当社本社において人事関係記録を管理してい

たので、申立人が正社員であれば当該記録が保管されているはずであるが、申

立人については、申立期間の前後の期間を含めて当該記録が確認できない。ア

ルバイト社員については、人事関係記録を管理していない。」と回答している

上、申立人は、同僚の名前を記憶しておらず、Ａ社も、同社Ｂ営業所に勤務し

ていた従業員を特定できないと供述していることから、申立人の申立期間にお

ける勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等について

確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

    また、Ａ社は、同社本社が同社各営業所を一括して厚生年金保険の適用事業

所に該当させているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で

は、申立期間における申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できず、健

康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の被保険者記録が欠落したも

のとは考え難い。 

   さらに、申立人の申立期間における雇用保険の被保険者記録は確認できない

上、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2642 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 大正 13年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 18年３月ごろから 20年１月１日まで 

  私は、昭和 18 年の春ごろから 19 年 12 月 31 日までの期間に、Ａ社Ｂ工場

の事務職員として勤務したが、社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の被

保険者記録について照会したところ、申立期間の被保険者記録が無い旨の回

答を得た。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ工場の事務職員として勤務していたと

供述しているところ、申立期間のうち昭和 18 年３月ごろから 19 年５月 31 日

までの期間は、厚生年金保険法の前身である労働者年金保険法が 17 年１月に

施行され、適用準備期間を経て同年６月から保険料の徴収が開始されているが、

同法における被保険者は、一定の業種の事業所に使用される男子労働者（一般

職員を除く。）と定められており、一般職員である事務職員の申立人は対象で

はない。 

また、申立期間のうち昭和 19 年６月１日から同年９月 30 日までの期間は、

厚生年金保険法が同年６月に施行され、同法の適用準備期間として、厚生年金

保険の被保険者期間に算入しない期間であり、厚生年金保険料の徴収は同年

10 月から開始することが定められていることから、申立人は、当該期間にお

いて、厚生年金保険の被保険者であったとは考え難い。 

さらに、申立期間のうち昭和 19 年 10 月１日から 20 年１月１日までの期間

は、一定の業種の事業所に使用される事務職員についても厚生年金保険法が適

用されることになるが、申立人が名前を挙げたＡ社Ｂ工場の同僚５人のうち、

４人については、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保



  

険者名簿」という。）により 19年 10月１日から 20年５月 17日までの期間に

おいて厚生年金保険の被保険者記録が確認できないこと等から判断すると、当

時、同事業所では、すべての従業員を必ずしも厚生年金保険に加入させていた

とは限らない状況がうかがえる。 

加えて、被保険者名簿により、申立期間当時、厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる複数の被保険者に照会したが、申立人の申立期間に係る厚生年

金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除に関する具体的な供述は得られな

い。 

   また、申立人に係る厚生年金保険被保険者臺帳（旧台帳）では、申立人の厚

生年金保険の被保険者記録は、申立人が後に勤務した別の事業所であるＣ社

（現在は、Ｄ社）に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日（昭和 23 年 11

月 18 日）以降から始まっており、この記録はオンライン記録と一致している

上、Ａ社Ｂ工場に係る記録は見当たらない。 

さらに、法人登記の閉鎖登記簿謄本によれば、Ａ社本社は昭和 28 年４月 30

日に整備計画の認可により解散し、適用事業所名簿において、同社Ｂ工場は

29 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、既に廃

業していることから、当時の賃金台帳等の資料は無く、申立内容を確認するこ

とができる関連資料を得ることができない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2643（事案 445の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和３年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年９月から 22年８月まで 

Ａ社に正社員として勤務していたことは確かであるにもかかわらず、申

立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納得できないので、

年金記録確認第三者委員会に申立てを行ったが、年金記録の訂正が必要と

までは言えないとの通知を受け取った。 

しかし、Ａ社が、厚生年金保険の適用事業所ではなかったなどとは信じ

られないし、納得できない。 

今回、Ａ社の同僚のＢ氏が、昭和 20 年９月ごろから 22 年ごろまでの期

間において、同事業所に私と一緒に勤務していたことを思い出したので、

当該同僚に係る厚生年金保険の被保険者記録を調べれば、同社が厚生年金

保険の適用事業所であったことが分かると思う。再度調査の上、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間に係る申立てについては、ⅰ）適用事業所名簿によれば、Ａ社が厚

生年金保険の適用事業所であった記録は確認できないこと、ⅱ）法人登記の閉

鎖登記簿謄本によれば、Ａ社は昭和 33 年７月５日に解散し、既に廃業してい

るため、当時の賃金台帳等の資料は無く、当時の勤務実態及び事業主による厚

生年金保険料控除の状況について確認することができないこと、ⅲ）申立人が

同僚として名前を挙げた者からは、「Ａ社に勤務していた期間に係る厚生年金

保険の被保険者記録は無く、私としては、当該事業所は、元々厚生年金保険の

適用事業所ではなかったと思う。」と供述しているところ、当該同僚について

もＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は無いこと、ⅳ）申立人の申立期間

における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見



  

当たらないことなどを理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成 20 年

11 月６日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われ

ている。 

 今回、申立人は、「Ａ社の同僚のＢ氏が、昭和 20 年９月ごろから 22 年ごろ

までの期間において、同事業所に私と一緒に勤務していたことを思い出したの

で、当該同僚に係る厚生年金保険の被保険者記録を調べれば、同社が厚生年金

保険の適用事業所であったことが分かると思う。」として、再申立てを行って

いるところ、当該同僚に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及びオンラ

イン記録を調査した結果、両記録は一致している上、Ａ社に係る厚生年金保険

の被保険者記録は見当たらない。 

また、当該同僚は既に死亡しているため、申立内容を確認できる供述等を得

ることができず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当

たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2644 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月１日から同年５月１日まで 

昭和 51 年から勤務していたＡ社Ｂ事業所に結婚による依願退職届を 58

年３月 31 日付けで提出したが、後任の新入社員の職場配属が、研修期間終

了後ということであったので、結婚直前までの期間について勤務する旨変

更したことにより、実際は同年４月 30 日付けで依願退職した。同社には同

年４月 30 日までの期間において勤務していたのは事実であるので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録及びＡ社Ｂ事業所が保管している職員退職記録簿で

は、申立人が申立事業所を退職した日は、昭和 58 年３月 31 日であることが

確認できることから、申立人が申立期間において申立事業所に勤務していた

ことを確認することができない。 

また、Ａ社Ｂ事業所が保管している厚生年金保険加入記録簿から、申立人は

昭和 58 年４月１日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失していることが確認

でき、この記録は、申立人の申立事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿の記

録及びオンライン記録と一致している。 

   さらに、Ａ社Ｂ事業所は、「申立人の申立期間に係る厚生年金保険料は、給

与から控除しておらず、社会保険事務所（当時）への納付も行っていな

い。」と回答している。 

   加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2645（事案 1955の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17年６月から 19年 10月まで 

Ａ社Ｂ事業所に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記

録が確認できなかったため、年金記録確認第三者委員会に申立てを行った

が、記録訂正には至らなかった。 

今回、新たに「厚生年金保険被保険者記録事項照会票」及び「厚生年金

保険被保険者期間の照会について（回答）」を提出するので、再度調査の

上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人がＡ社Ｂ事業所における同僚と

して名前を挙げた者の厚生年金保険の被保険者記録が、申立事業所に係る厚生

年金保険被保険者記号番号払出簿及びオンライン記録により確認できることか

ら判断すると、勤務期間の特定はできないものの、申立人が申立事業所に勤務

していたことを推認することができる一方、ⅰ）申立事業所は既に厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主の連絡先も不明である

こと、ⅱ）申立人が名前を挙げた同僚等の供述から判断すると、申立事業所で

は、必ずしもすべての従業員について厚生年金保険被保険者資格を取得させる

取扱いではなかった可能性がうかがえること、ⅲ）申立人に係る厚生年金保険

被保険者台帳（旧台帳）では、申立事業所における厚生年金保険の被保険者記

録は確認できない上、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいても、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できないことなどを理

由として、既に当委員会の決定に基づき平成 22年３月 25日付けで年金記録の

訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、「厚生年金保険被保険者記録事項照会票」及び「厚生年



  

金保険被保険者期間の照会について（回答）」を提出し、間違いなく申立期間

において厚生年金保険に加入していたと主張しているが、これらの資料は申立

期間に係る関連資料ではなく、申立期間より後の期間における厚生年金保険の

被保険者記録に関するものであることが確認できる上、その他に委員会の当初

の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保

険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2646 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年７月１日から同年 10月 13日まで 

Ａ社（現在は「Ｂ社」）Ｃ営業所に経理担当者として勤務していた申立

期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。申立期間におい

て勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ社Ｃ営業所における同僚として名前を挙げた者の厚生年金保険

の被保険者記録が、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により確認

できること及び当該同僚の供述から判断すると、勤務期間の特定はできないも

のの、申立人が申立事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立人の申立期間に係る雇用保険の被保険者記録は確認で

きない。 

また、Ｂ社では、「申立人に係る関連資料は保存しておらず、申立内容を

確認できない。」と回答している上、前述の被保険者名簿から、申立期間当時、

厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚５人に聴取したところ、うち二

人は、「当時、入社後に試用期間があり、私の場合も試用期間が経過した後に、

厚生年金保険料が控除され厚生年金保険の加入手続が行われた。」、残りの３

人は、「申立事業所における厚生年金保険の加入状況については分からな

い。」と供述していることから判断すると、当時、申立事業所では、従業員に

ついて必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情

がうかがえる。 

さらに、前述の被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録

は確認できない上、申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いことか



  

ら、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2647 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 10月１日から 39年７月１日まで 

             ② 昭和 49年８月 23日から 50年 10月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①に係る標準報酬月額が、当該期間以前の

標準報酬月額より低い金額で記録されており、また、Ｂ社に勤務していた

申立期間②の標準報酬月額は７万 2,000 円となっているが、実際の給与支

給額に見合う標準報酬月額と相違しているので、申立期間における標準報

酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①における標準報酬月額について、Ａ社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者原票の記録とオンライン記録は一致している上、申立人の標

準報酬月額がさかのぼって引き下げられているなどの不自然な点は確認で

きない。 

また、Ａ社は、「申立期間①当時の関連資料は保存しておらず、申立内

容を確認できないが、当時の社会保険手続は賃金台帳を確認した上で行っ

ており、社会保険事務所（当時）の記録どおりの報酬月額を届け出ていた

ものと思われる。」と回答している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立期間

①当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚３人は、「当時、

給与の基本給が下がるようなことはなかったと思うが、時間外手当の増減

等により、給与の総支給額が下がることはあったと思う。」と供述してい

るほか、申立人が申立事業所に係る厚生年金保険被保険者の資格を取得し

た前後に同資格を取得し、かつ、昭和 39 年７月以降も同資格が継続してい

る 17 人について、標準報酬月額の推移を確認したところ、標準報酬月額が



  

下がっている者が４人確認できることから判断すると、申立人の標準報酬

月額が特に不自然である事情はうかがえない。 

 

２ 申立期間②における標準報酬月額について、Ｂ社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿の記録とオンライン記録は一致している上、申立人の標

準報酬月額がさかのぼって引き下げられているなどの不自然な点は確認で

きない。 

また、Ｂ社が提出した「厚生年金基金加入員資格取得および標準給与決

定通知書」では、申立人の資格取得日は昭和 49 年８月 23 日、標準報酬月

額は７万 2,000 円となっており、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿の記録と一致していることが確認できる。 

さらに、上記被保険者名簿から、申立人が申立事業所に係る厚生年金保

険被保険者の資格を取得した前後に同資格を取得している 24 人について、

資格取得時の標準報酬月額を確認したところ、うち 22 人が７万 2,000 円と

なっていることが確認できることから判断すると、申立人の標準報酬月額

が特に不自然である事情はうかがえない。 

 

３ 申立人は申立期間における標準報酬月額の相違について申し立てているが、

その主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の関連資料は無く、こ

のほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

 


